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LEC社会保険労務士講座／テキスト・レジュメ訂正情報 

２０２６年椛島道場 

主要６科目限定！かば流２段階で 

５択攻略アカデミー 

（2025年合格目標 椛島道場 教材） 

（2026/05/11現在） 

 

「２０２６年椛島道場 主要６科目限定！かば流２段階で５択攻略アカデミー」の教

材におきまして、以下の訂正箇所がございます。受講生の皆様には大変おそれいります

が、教材の訂正をお願いいたします。 

※（RL26***）の表記は教材を区別するためのコードです。コードは教材表紙のバーコード下に記載しております。 
 

・ 2026/05/11掲載分…ｐ.1～2 
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【2026/05/11 掲載分】 

 

労働基準法 問題(RL26151) 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正後 

訂正 

P3 

〔問 5〕 

Ｂ肢 

 

 

下記に差し替え 

 

Ｂ 派遣労働者を派遣先において 1 週間単位の非定型的変形労働時間制の

下で労働させることはできない。 

 

 

 

労働基準法 解説(RL26152) 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正後 

訂正 

P3 

〔問 5〕 

Ａ肢 解説 

 

 

下記に差し替え（下線部が訂正部分） 

 

Ａ ○ そのとおり正しい（昭 39.10.6 基収 6051 号）。 
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厚生年金保険法 問題 (RL26161) 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正後 

訂正 

P4 

〔問 5〕 

Ｃ肢 

 

 

下記に差し替え（下線部が訂正部分） 

 

Ｃ 原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して 5年を経過したと

きは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定

及び決定の請求を行うことができない｡ 

 

 

以上 


